
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５神第６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１２月２７日 １４時４０分ごろ 

発生場所 高知県高知市高知港南方沖 

 高知灯台から真方位１５０°４,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２７.８０′ 東経１３３°３５.７３′） 

事故等調査の経過  平成２７年１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第５夢
ゆめ

丸、４.８トン 

   ＫＯ３－１９９１８（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８２－２０５６３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 独恋笑
どっこいしょう

、５トン未満（長さ６.７１ｍ） 

   ２８２－１４４８２高知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷等 

Ｂ 左舷船尾部に破口を伴う擦過傷等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、高知港沖での操業を終え、同港

に向けて帰途についた。 

 Ａ船は、船長Ａが船首方にＢ船を認め、速力を落として北北西進

中、平成２６年１２月２７日１４時４０分ごろＡ船の船首部がＢ船の

左舷船尾部に衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、高知港南方沖で船首を南方に向

けて釣りを行いながら錨泊中、船長Ｂが、左舷船首方からＢ船に向け

て接近するＡ船を視認し、Ａ船がＢ船付近で釣りをするのか、若しく

はＢ船を避航するだろうと思っていたところ、Ａ船が針路を変えずに

向かってきたので危険を感じ、立ち上がって両手を大きく振り、大声

で叫んだが、Ａ船が衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で転倒した際、腰を打った。 

 Ａ船及びＢ船は、互いに損傷状況等を確認した後、Ａ船がＢ船をえ
．

い
．
航して高知港に戻り、船長Ｂは病院で腰の打撲と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 



 その他の事項  船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、高知港南方沖を北北西進中、船首方で錨泊中のＢ船と衝突

したものと考えられるが、船長Ａから情報が十分に得られなかったた

め、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、高知港南方沖で釣りを行いながら錨泊中、船長Ｂが、左舷

船首方から接近するＡ船を視認し、Ａ船が針路を変えずに向かってき

たので危険を感じ、注意喚起を行ったものの、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、高知港南方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が錨泊

中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・錨泊中、接近する他船を認めた場合、他船に避航する様子が見ら

れない状況においては、適切な時機に衝突を避けるための動作を

とること。 

 


